
地域生活支援拠点等の整備に向けて
青森県三沢市
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三沢市の紹介（H30.12.31現在）

面積 １１９．８７㎢
人口 ４０，０５１人

身体障害者手帳所持者

１，２８５人（人口比 3.20％）

愛護手帳所持者

３４５人（人口比 0.86％）

精神障害者保健福祉手帳所持者

３０５人（人口比 0.76％）
三沢市
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地域生活支援拠点等の整備プロセス、整備類型、概要

●整備のプロセス

第４期および第５期障害福祉計画における国の指針のとおりに整備が進んでいなかったことから、
「三沢市障害者支援協議会」に「地域生活支援拠点等整備部会」を設置し、具体的な取組みについて
検討を開始

「相談」「緊急時の受け入れ・対応」「体験の機会・場」の機能について具体的な取組みをするこ
ととなった

●整備類型

面的整備型：市内の全３箇所の相談支援事業所が中心

●概要

■市内の３箇所の相談支援事業所で施設空き状況最新情報などを共有し、緊

急時対応や体験の場の提供においてコーディネーターの役割を担う

■市内に１箇所、緊急時の受入に対応できる場所の確保

■市内に１箇所、障害者が一定期間単身生活を経験し、「親なきあと」に備

えるため、常にグループホーム体験をできる場を確保
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地域生活支援拠点等の整備イメージ（未実施含む）

障害者および家族
相談

各種情報の共有・コーディ
ネーターの役割

市内相談支援事業所①

市内相談支援事業所② 市内相談支援事業所③

●地域の体制づくり
三沢市障害者支援協議
会・就労部会で地域ニー
ズの把握や課題の整理
●専門的人材の確保・養成
強度行動障害支援者養成
研修（基礎研修・実践研
修）修了者配置による専
門的人材の確保・養成の
機能強化
●体験利用の機会・場
体験利用の推進（生活介
護等）

日中活動系事業所

連携・協力

●緊急時の受け入れ・対応
・２４時間体制
・対象者把握・登録
・受入れ・対応体制の確保

短期入所施設の空き状況の情報
（月次および随時）

●体験の機会・場
・「親なき後」に備えグ
ループホームの体験利用
の受入れ

グループホーム 施設の空き状況の情報
（月次および随時）
ＧＨ体験利用

三沢市役所家庭福祉課

●地域の体制づくり
平成３０年度より三沢市障害
者支援協議会に地域生活支援
拠点部会を創設し、特定相談
支援事業所（障害児相談支援
事業所を含む。）を中心に、
月に１回、具体的な取り組み
を検討する。

精神科救急医療
当番表（月次）

病院

連携・協力
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必要な機能の具体的内容・今後の方針①

必要な機能 現在の状況 これまでの実施内容 今後の方針

相談 ①市内には特定・一
般相談支援事業者が
３箇所

②地域移行支援はＨ
２９までに２名で、
いずれも定着には至
らず再入院となって
いる

（Ｈ２９年度～）
各相談支援事業所にコーディネー
ターの役割を担う相談支援専門員
を配置し、短期入所事業所やグ
ループホームの空き状況情報を共
有（緊急時の受入・対応を参照）
し、短期入所事業所との連携をと
り緊急時のワンストップ化且つ迅
速化を図る。

各相談支援事業所に
コーディネーターを配
置することで、空き状
況の情報共有、ＧＨの
体験利用の勧奨などで
緊急時の対応、親なき
後の迅速な対応をでき
る体制づくりと、地域
移行・定着についても
地域生活支援拠点部会
で検討する。
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必要な機能の具体的内容・今後の方針②

必要な機能 現在の状況 これまでの実施内容 今後の方針

緊急時の
受け入れ
・
対応

①短期入所事業所が
市内にない。

②グループホーム
市内７箇所

⓷満室の短期入所・
共同生活援助事業所
が多く、空いている
事業所を探すことが
困難となっている。

（Ｈ２９年度～）
市内と周辺７市町村の共同生活

援助事業所（２７事業所）および
短期入所事業所（１０事業所）に
対し、施設の空き状況と緊急対応
可否について月次報告の協力依頼。
メインコーディネーターである相
談事業所より各相談事業所と家庭
福祉課へ情報共有。

（Ｈ３０年度～）
上記の施設空き状況報告のほか

に「精神科救急医療当番表」につ
いても情報共有。

障害福祉サービスでは
迅速な対応が困難な
ケースに備え、「三沢
市障がい者緊急時ステ
イ事業」を業務委託予
定。（地域生活支援事
業の地域移行のための
安心生活支援の補助を
利用）
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必要な機能の具体的内容・今後の方針③
必要な機
能

現在の状況 これまでの実施内容 今後の方針

体験の機
会・場

①障害者である子
をもつ家族からの
「親なき後」への
不安やグループ
ホームの利用の
ニーズが増えてい
ると思われるが、
個々の具体的な内
容を把握していな
い。

②グループホーム
の空き状況を把握
していない。（Ｈ
29時点）

（Ｈ２９年度から実施）
高齢の親と同居している障害者について、障害者

相談員による訪問を行い、本人及び親のグループ
ホーム体験利用の意向調査を行う。グループホーム
空き状況の月次報告で空きがある事業所と調整し体
験利用を推進する。

（Ｈ３０年度から実施）
意向調査の結果から、ＧＨ体験利用希望者を抽出

し、コーディネーターを通じ体験利用に繋げる。親
は希望しているが本人が希望していない者について
は引き続き障害者相談員による訪問による勧奨や地
域生活支援拠点部会での検討を行う。
「親なきあと安心ハンドブック」を作成し、障害

福祉サービス利用者の更新の際に各相談新事業所の
相談支援専門員が家族に説明し、グループホームの
体験利用を勧める。

いつでも一定期
間単身生活を経
験できる「三沢
市障がい者地域
生活体験事業」
を業務委託予定。
（地域生活支援
事業の地域移行
のための安心生
活支援の補助を
利用）
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必要な機能の具体的内容・今後の方針④

必要な機能 現在の状況 これまでの実施内容 今後の方針

専門的人材
の確保・養

成

県主催などの研修
に各事業所の判断
で出席している状
況

未実施 （Ｈ３１～Ｈ３２年度予定）
日中活動系事業所について、

強度行動障害支援者養成研修
（基礎研修・実践研修）修了者
の配置を勧めて専門的人材の確
保を行う。
障害者支援協議会の地域生活

支援拠点部会において、部会主
催の研修会の開催について検討
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必要な機能の具体的内容・今後の方針⑤

必要な機能 現在の状況 これまでの実施内容 今後の方針

地域の体制
づくり

H21.4 三沢
市自立支援協議会
設置
H25.4～ 三沢
市障害者支援協議
会に名称変更

（Ｈ３０年度から実施）
障害者支援協議会に地域

生活支援拠点部会を設置し、
特定相談支援事業所を中心
に、月に１回、共同で行う
具体的な取り組みを検討

（Ｈ３１年度～）
障害者の高齢化に伴う重症化

については、医療関係機関との
連携が不可欠であるため、医療
機関を含んだ体制づくりについ
て検討
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